
１０連休中の休日当番医を増やします 

 

                            

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律（平成３０年法律

第９９号）」の施行に伴う１０連休中における医療提供体制については、地域の医療機関、

市町村等が連携して対応することが求められています。 

 このため、本市では、市民に安心して連休を過ごしていただくことを最優先に考え、前

橋市医師会の協力のもと、次のとおり休日当番医を大幅に増やします。 

 

 

１ 当番医数 

  通常の９診療所（小児１、内科３、外科２、婦人科１、耳鼻科１、眼科１）を次のとお

り増やします。 

 

 (1) ４月２８日（日） １０診療所（眼科１増） 

 (2) ４月２９日（月） １０診療所（外科１増） 

 (3) ４月３０日（火）  ４１診療所（小児科３増、内科１６増、外科６増、婦人科３ 

増、耳鼻科１増、眼科 1増、皮膚科２） 

 (4) ５月 １日（水） ２９診療所（小児科２増、内科１０増、外科４増、婦人科２ 

                   増、眼科１増、皮膚科１） 

 (5) ５月 ２日（木） ３２診療所（小児科１増、内科１０増、外科８増、婦人科１ 

                  眼科２増、皮膚科１） 

 (6) ５月 ３日（金） １１診療所（内科２増） 

 (7) ５月 ４日（土）  ９診療所（増なし） 

 (8) ５月 ５日（日） １０診療所（外科１増） 

 (9) ５月 ６日（月） １０診療所（小児科１増） 

 

２ 周知方法 

  広報まえばし４月１５日号発行に伴い、別冊「休日当番医」（計４ページ）を発行しま

した。 

 

 

 

担 当 保健総務課総務企画係 

                        電 話 ０２７－２２０－５７８１ 

                        内 線 ８４－２２０３ 
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